
                                                                   事 務 連 絡 
                                                               令和 7 年７月１５日 

 
県内事業者の皆様 
 
 

徳島県におけるがん対策取組への協力依頼について 
 
 日頃は、本県の保健福祉行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 
 さて、徳島県では県民の死亡原因第１位である「がん」への対策強化を図るため、多くの皆様
の御賛同をいただき、令和７年 7 月 2 日に保健・医療、産業・労働、保険者、行政等計５７団体
で「徳島県がん征圧共同宣言」を行いました。 
 つきましては、皆様と一丸となって対策を推進するため、是非とも趣旨に御賛同いただき、別
紙を御参照の上、 「徳島県がん検診受診促進事業所」への登録、がん検診の受診促進等がん対策へ
の取組に御協力くださいますようお願いいたします。 
 

◆ 徳島県がん征圧共同宣言を行いました ◆ 

                           詳細は別紙へ 



 

事業者のみなさまへのお願いごと 
 

 

 

①「徳島県がん検診受診促進事業所」の登録について 

「徳島県がん征圧共同宣言」の趣旨にご賛同いただき、 

県と一緒に、「がん検診」に関する啓発活動に取り組んで 

いただける事業所、団体等を募集しています！ 

「従業員や関係者へのがん検診の受診促進」や、「がん検診を 

受診しやすい環境の整備」などに取り組んでいただける場合は、 

「徳島県がん検診受診促進事業所」のご登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

②「徳島県がん検診受診体制整備奨励金」の活用について  

 従業員等が「がん検診」を受けやすい体制整備を行った県内事業者に対して、 

奨励金を支給しますので、ご活用ください！ 

 

【支給対象】 「徳島県がん検診受診促進事業所」に登録し、 

  かつ①～③の取組のいずれか１つ以上を新たに実施する事業者 

 ① がん検診を受診するための特別休暇又は勤務扱いとする制度の新設 

        ② 従業員ががん検診を受診する際の費用の一部負担 

        ③ 定期健康診断の項目へのがん検診の検査項目の追加 

 【支 給 額】 ①～③を利用してがん検診を受診した従業員１人あたり 5,000 円相当 

  上限額：２５万円 

【募集期間】 令和７年９月中旬頃（予定）～令和７年１２月２６日（金） 

 

 

③「がん検診」に関するアンケート調査について  

 県内事業者における「がん検診」の実施状況等を把握したいので、 

以下のとおりアンケート調査を行います。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 【回答期限】令和７年８月２９日（金） 

 【所要時間】１分程度 

 

 

徳島県 保健福祉部 健康寿命推進課 がん・疾病対策担当（TEL：088-621-2999） 

詳細はこちらから！ 

登録はこちらから！ 

回答はこちらから！ 



プレビュー  がん検診に関するアンケート調査

がん検診に関するアンケート調査

問１：業種についてお答えください。 必須

問２：従業員数についてお答えください。 必須

⽀店‧⽀所等の場合は、⽀店‧⽀所単位での従業員数をお答えください。従業員数とは、事業所に所属し、働いているすべての⼈数でお答えください。

問３：がん検診受診促進やがん対策に取り組んでいますか。 必須

問４：事業所の健康診断として、がん検診（⼈間ドック等を含む）を実施していますか。

必須

ここでいうがん検診とは、厚⽣労働省が推奨するがん検診（胃がん検診、肺がん検診、⼤腸がん検診、乳がん検診、⼦宮頸がん検診）を指します。いずれかのがん検診を実

施している場合は、「実施している」を選択してください。

問５：（問４で「実施している」場合）従業員のがん検診の受診状況を把握する仕組みがあり

ますか。 必須 選択肢の結果によって⼊⼒条件が変わります

問６：（問４で「実施していない」場合）がん検診を実施していない理由は何ですか。【複数選

択可】 必須 選択肢の結果によって⼊⼒条件が変わります

農業‧林業‧漁業

鉱業‧建設業

製造業

電気‧ガス‧運輸‧通信業

卸売‧⼩売‧飲⾷業

⾦融‧保険業‧不動産業

サービス業（介護）

サービス業（障がい）

サービス業（医療分野）

サービス業（その他）

その他

１〜９⼈

１０〜１９⼈

２０⼈〜２９⼈

３０⼈〜４９⼈

５０⼈〜９９⼈

１００⼈〜１９９⼈

２００〜２９９⼈

３００⼈以上

取り組んでいる

取り組んでいない

実施している（問５へ）

実施していない（問６へ）

ある

ない

個⼈の判断に任せているため

市町村のがん検診の受診を推奨しているため

がん検診を受診するメリットがわからないため

がん検診を受診するための⼿続がわからないため

受診費⽤が負担になるため



問７：「徳島県がん検診受診体制整備奨励⾦」を活⽤したいと思いますか。 必須

閉じる

【操作に関するお問合せ先（コールセンター）】

ＴＥＬ : ０１２０－４６４－１１９（固定電話のみ）

（平⽇ ９：００〜１７：００ 年末年始除く）

※上記フリーダイヤルは携帯電話から繋がりませんので、その場合は、以下の電⼦メール⼜はＦＡＸでお問い合わせください。

電⼦メール : help-shinsei-tokushima@apply.e-tumo.jp

ＦＡＸ : ０６－６７３３－７３０７

【制度等⼿続きの内容に関するお問合せ先】

直接担当課にお問い合わせください。

がん検診を受診させる時間がないため

受診体制を整備する⼈材がいないため

定期健康診断のように事業者に実施が義務づけられていないため

その他

活⽤する

活⽤しない

mailto:help-shinsei-tokushima@apply.e-tumo.jp

